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編 集 後 記

●議会だより編集委員会●
委員長／北村新司 副委員長／川上雄次 委員／小川邦夫・右山正美・加藤　弘・中田眞司

６月議会の提出議案は、諮問1件、議案7件でした。今回は、専決処分の八街市税条例の改正があり、国（所得税）から地方（住
民税）への3兆円の税源が移譲されました。市民の皆様の貴重な税金をどのように有効に使うのか、市や議会での論議を重ねなくて
はなりません。もう一つの特徴は、6月6日に一人の議員に懲罰動議がだされ、全会一致で可決され3日間の出席停止となったこと
です。これは地方自治法第129条「会議中議員は、自治法や会議規則に違反し、その他議場の秩序を乱す言動をしないこと」並び
に八街市会議規則第148条「議員は議会の品位を重んじなければならない」という規定に反したものであります。襟を正し議員活
動に望みたいものです。 （右山正美）
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議決年月日

人権擁護委員候補者の推薦について

監査委員の選任について

専決処分の承認を求めることについて（八街市税条例の一

部改正）

専決処分の承認を求めることについて（八街市都市計画税

条例の一部改正）

専決処分の承認を求めることについて（八街市国民健康保

険税条例の一部改正）

専決処分の承認を求めることについて（平成１８年度八街

市一般会計補正予算　専決第１号）

八街市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て

八街中央中学校備品の購入について

古場正春議員に対する懲罰動議

件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名
各会派の賛否

誠和（誠和会）………山本義一、山本邦男、古川宏史、北村新司、横田義和、中田眞司　
２１（やちまた21）…山本正美、押尾巖、小澤定明、会嶋誠治、加藤 弘
公明（公明党）………鯨井眞佐子、京増良男、新宅雅子、川上雄次
共産（日本共産党）…丸山わき子、右山正美、京増藤江

新世（新世紀）……小川邦夫、伊藤高明
古……………………古場正春
石……………………石橋輝勝

議案と結果

第３号

追加日程第1

請願をしたいとき
（表　紙）

（内　容）

請　　願　　書

紹介議員　氏名　　　　　　　　印

件名　　　　請願について
要旨＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
理由＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

以上、地方自治法第124条の規定により、請願い
たします。
平成　　　年　　　月　　　日

請願者（代表）
住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　印

八街市議会議長　　　　　　　　　　　様

請願は国民が国や地方自治体に対し一定の希望を述べる憲法に

保障された国民の権利の一つで、市政について要望がある方なら

誰でも請願することが出来ます。

市議会に請願する場合は市議会議員の紹介が必要です。

提出された請願は、議会で議案と同様に審議し「採択」「不採

択」かを決定し、提出者へお知らせします。「採択」は議決機関

である議会の意思となりますが、採択即実現を指すものではあり

ません。

○請願は、議会の開会・閉会中を問わず、いつでも提出でること

ができます。

○請願は市議会議長あてに議会事務局へ提出してください。

○請願者は、住所、氏名を記名・押印してください。法人などの

場合は、所在地、名称、代表者の記名・押印が必要です。

○署名等は住所、氏名の記名・押印が必要です。（押印がないも

の、鉛筆書きは不可）


